
 

 議 提 第２号  

 

 

   霧島市議会会議規則の一部改正について 

 

 上記議案を地方自治法第109条第６項及び霧島市議会会議規則第14条第２項の規定によ

り提出します。 

 

 

平成２７年７月９日提出  

 

 

霧島市議会議長 常盤 信一 殿 

 

 

                    提出者  霧島市議会運営委員会 

                         委員長  中 村 正 人  

 

 



 

 

   霧島市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 霧島市議会会議規則（平成17年霧島市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を 

 提出することができる。 

 第91条に次の１項を加える。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届 

 を提出することができる。 

   

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、霧島市議会会議規則において、出産

に伴う議会の欠席に関する規定を明記しようとするものである。 


